
建
築
士
法
施
行
令
及
び
建
設
業
法
施
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

建
築
士
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

一
級
建
築
士
免
許
証
又
は
一
級
建
築
士
免
許
証
明
書
の
書
換
え
交
付
又
は
再
交
付
の
際
の
手
数
料
の
額
を
五
千
九
百
円

と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

二

構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
又
は
設
備
設
計
一
級
建
築
士
証
の
交
付
の
際
の
手
数
料
の
額
を
一
万
四
千
三
百
円
と
し
、
書

換
え
交
付
又
は
再
交
付
の
際
の
手
数
料
の
額
を
五
千
九
百
円
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

三

中
央
指
定
登
録
機
関
に
よ
る
一
級
建
築
士
の
登
録
手
数
料
の
額
を
一
万
九
千
二
百
円
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

四

一
級
建
築
士
試
験
の
受
験
手
数
料
の
額
を
一
万
九
千
七
百
円
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

五

登
録
講
習
機
関
の
登
録
の
有
効
期
間
を
五
年
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

六

そ
の
設
計
等
の
業
務
が
再
委
託
の
制
限
の
対
象
と
な
る
多
数
の
者
が
利
用
す
る
建
築
物
を
共
同
住
宅
と
し
、
当
該
建
築

物
の
規
模
を
階
数
が
三
以
上
で
、
か
つ
、
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）



七

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

建
設
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

一
括
下
請
負
の
禁
止
の
対
象
と
な
る
重
要
な
建
設
工
事
と
し
て
、
共
同
住
宅
を
新
築
す
る
建
設
工
事
を
定
め
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
第
六
条
の
三
関
係
）

二

専
任
の
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
を
必
要
と
す
る
建
設
工
事
の
種
類
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

附
則

一

こ
の
政
令
は
、
建
築
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十

年
十
一
月
二
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
政
令
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）

三

建
築
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
十
二
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
七



日
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
四
条
関
係
）


